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概要
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具体的に

現状分析

医師の労働時間の把握は客観的な方法となっているか

兼業・副業先の労働時間の把握

自己研鑽についての把握

宿日直許可の実態確認

年間の時間外・休日労働時間が９６０hを超える医師がいるか

（うち1,860hを超える医師はいるか）

連続勤務時間制限の履行状況

勤務間インターバルの履行状況

代償休息の実施状況

タスク・シフト／シェアが可能な業務、シフト先職種にの整理
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具体的に

取組の実施
自己研鑽・代償休息のルール化

医師（特にB、連携B及びC水準適用医師）から意見をくみ取る仕組みづくり

安全衛生委員会の専門家参加(社会保険労務士等)による運営

健康診断の結果による追加検査や再受診が必要とされた場合の受診勧奨、またその結果のフォロー

副業・兼業先の労働時間を含めた勤務計画作成

宿日直の時間の適切な取り扱いを行った上での勤務計画作成

連続勤務時間の制限を意識した勤務計画の作成

勤務間インターバルを意識した勤務計画の作成

タスク・シフト/シェアにおける医師の労働時間短縮に効果的な事項等の業務移行

医師が働きやすい子育て支援環境の整備
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具体的に

その他の取り組み

• 営業時間外の病状説明の原則廃止

• 外来診療科の制限や時間短縮など

• 周辺医療機関への周知と連携

• 患者・地域への周知・理解促進

• 患者に理解を求める必要がある内容を掲示やホームページ等で周知
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具体的に 概要1 理由2 背景3
行う
こと
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具体
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皆様へのお願い
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皆様へのお願い
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例えば、大病院で勤務する医師が、掛け持ちで他の医療機関で働いている場合

県内の状況：

宿日直許可申請について、各医療機関で
取得が進んでいます。



皆様へのお願い
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元々、
労働時間は
通算される。



皆様へのお願い
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元々、
労働時間は
通算される。

医師の時間外労働
の上限規制が
スタート



皆様へのお願い
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元々、
労働時間は
通算される。

医師の時間外労働
の上限規制が
スタート

宿日直の許可申請



皆様へのお願い
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労働基準監督署に
申請する

労働基準監督官に
よる実地調査、

許可書が交付



皆様へのお願い
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大分医療労務管理相談室
〒870-0028
大分県大分市新町８−１４

持永ビル 202
TEL 097-589-8591
FAX 097-589-8592
oita@task-iryo.com
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予想される宿日直許可申請の問題点

16

うちは大丈夫の誤解

① 当直と宿直の違い

② その許可の該当は本当に医師？

③ 社労士・弁護士に任せているから大丈夫

④ 宿直の回数は問題ない？

⑤ 宿直は９時間で許可とれてますか？



予想される宿日直許可申請の問題点
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うちは大丈夫の誤解
① 当直と宿直の違い

労働基準法第41条第３号
断続的業務として労働基準監督署長の許可
を受けたものは、労働基準法上の労働時間
規制が適用されないと定められています。

医療法第十六条
「医業を行う病院の管理者は、病院に医師
を宿直させなければならぬ」



予想される宿日直許可申請の問題点
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労働基準法第41条第３号
○労働密度がまばらであり、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労働者保護

に欠けることのない一定の断続的労働に従事するものについて、労働基準法上、

労働基準監督署長の許可を受けた場合に労働時間規制を適用除外している。

○「断続的労働」の一態様で、「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」について

は、所定労働時間外又は休日における勤務であって、労働者の本来の業務は処理

せず、構内巡視、文書・電話の収受又は非常事態に備えて待機するもので、常態

としてほとんど労働する必要のない勤務を許可の対象としている。

医療法（昭和23年法律第205号）第16条
○「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」とさ

れている。

○宿直は、一般的に外来診療を行っていない時間帯に、医師等が入院患者の病状

の急変に対処するため医療機関内に拘束され待機している状態をいい、このよう

な待機時間も一般的には労働基準法上の労働時間となる。



予想される宿日直許可申請の問題点
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うちは大丈夫の誤解

② その許可の該当は本当に医師？



予想される宿日直許可申請の問題点
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うちは大丈夫の誤解

③ 社労士・弁護士に任せているから大丈夫



予想される宿日直許可申請の問題点
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うちは大丈夫の誤解

④ 宿直の回数は問題ない？



予想される宿日直許可申請の問題点
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うちは大丈夫の誤解

⑤ 宿直は９時間で許可とれてますか？

勤務間インターバルの考え方



皆様へのお願い
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【１．基本的なルール】

○連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制は、原則として次の2種類が設けられている（C-1水準が適
用される臨床研修医を除く）。

① 始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間（15時間の連続勤務時間制限）:通常の日勤及び宿日
直許可のある宿日直に従事する場合（←こちらが基本）

② 始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間（28時間の連続勤務時間制限）：宿日直許可のない
宿日直に従事する場合

○確実に休息を確保する観点から、9時間又は18時間の連続した休息時間は、事前に勤務シフト等で予定
されたものであることを原則とする。



26



27



皆様へのお願い
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皆様へのお願い
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県内の状況：宿日直許可申請について、各医療
機関で取得が進んでいます。

注意点：勤務間インターバルの関係で連続する
時間数に注意。

※ 宿日直について連続９時間が努力しても取れない場合の注意点



皆様へのお願い
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